
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
一
号

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
資
産
の
譲
渡
等
（

平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

本
則
中
「
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
六

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推

進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
」
に
、
「
次
の
各

号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
本
則
第
一
号
中
「
法
」
を
「
旧
法
」
に
改
め
、
本
則
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
二
次
予
防
事

業
対
象
者
」
を
「
旧
二
次
予
防
事
業
対
象
者
」
に
改
め
、
本
則
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
居
宅
要
支
援
被

保
険
者
等
」
を
「
旧
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
」
に
改
め
、
本
則
を
本
則
第
二
項
と
し
、
本
則
に
第
一
項
と
し
て
次
の

一
項
を
加
え
る
。



二
頁

１

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規

定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
に
対

し
て
次
に
掲
げ
る
事
業
と
し
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
等
（
当
該
事
業
の
利
用
者
の
選
定
に
よ
り
、
通
常
の
事
業
の

実
施
地
域
（
当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
が
通
常
時
に
当
該
事
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
地
域
の
居
宅
に
お
い
て
当
該
事
業
を
行
う
場
合
に
要
し
た
交
通
費
を
対
価
と
す

る
資
産
の
譲
渡
等
又
は
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
以
外
の
地
域
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
当
該
事
業
を
行
う
場

合
に
お
け
る
送
迎
を
除
く
。
）

一

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
第
一
号
訪
問
事
業

二

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
号
通
所
事
業

三

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
第
一
号
生
活
支
援
事
業

四

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業


